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令和４年度

国民健康保険税を改定

市
は
、
令
和
４
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
に
つ
い
て
、
基
礎
課
税
額（
医

療
分
）
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額
の
賦
課
限
度
額
を
表
１
の
通
り

改
定
し
ま
す
（
税
率
は
従
前
の
通

り
）。全

世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
制
度

を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
い
、
４
月
１
日
か
ら
未
就
学
児
に

係
る
均
等
割
額
に
つ
い
て
減
額
し
ま

す
。
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
軽

減
の
観
点
か
ら
、
所
得
制
限
な
ど
は

設
け
ず
、
未
就
学
児
に
係
る
均
等
割

額
の
２
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
（
申

請
不
要
）。

既
に
低
所
得
者
の
均
等
割
軽
減

（
法
定
軽
減
）
が
適
用
さ
れ
て
い
る

世
帯
に
は
、
法
定
軽
減
後
の
均
等
割

額
よ
り
２
分
の
１
を
減
額
し
ま
す

（
詳
し
く
は
表
２
の
通
り
）。

【
口
座
振
替
と
携
帯
電
話
番
号
の

登
録
の
お
願
い
】
国
民
健
康
保
険
税

条
例
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
い
、
国

民
健
康
保
険
税
の
納
付
は
、
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
世
帯
を
除
き
、
口
座

振
替
が
原
則
と
な
り
ま
し
た
。

口
座
振
替
は
、
納
め
忘
れ
が
な

く
、
窓
口
に
納
め
に
行
く
手
間
も
省

け
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
推
奨
し
て
い
ま
す
。

口
座
振
替
が
で
き
な
か
っ
た
場

合
、
納
付
書
は
送
付
し
ま
せ
ん
。
携

帯
電
話
番
号
を
登
録
し
て
い
る
とS

M
S

（
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー

ビ
ス
）
に
よ
り
口
座
振
替
不
能
の
お

知
ら
せ
を
配
信
し
ま
す
。
登
録
方
法

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
を
。

問
市
国
保
年
金
課
!

７８４
・
８
０
４

０
。
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就
労
の
場
を
提
供

障
害
者
就
労
チ
ャ
レ
ン
ジ

市
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
に
就
労

の
場
を
提
供
し
、
就
労
意
識
と
意

欲
、
技
能
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
を

目
的
と
し
た
就
労
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業

を
行
い
ま
す
。
登
録
制
。

対
象
は
市
内
在
住
で
障
害
者
手
帳

を
持
つ
人
（
取
得
見
込
み
の
人
含
む
）

で
、
求
職
中
の
人
（
施
設
な
ど
で
一

般
就
労
に
向
け
訓
練
中
の
人
も
可
）
。

賃
金
は
県
最
低
賃
金
。
作
業
内
容
・

募
集
人
員
な
ど
は
次
の
通
り
。
い
ず

れ
も
募
集
人
員
は
各
期
２
人
。

【
返
却
図
書
の
整
理
】
▽
勤
務
期

間
$
８
〜
１１
月
、
１２
月
〜
来
年
３
月

の
平
日
週
２
日
、
午
後
１
〜
４
時
▽
ぐ
ら

勤
務
場
所
$
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」

▽
内
容
$
図
書

の
ラ
ベ
ル
に
書

か
れ
た
ひ
ら
が

な
・
カ
タ
カ
ナ

・
数
字
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
も
と

に
図
書
を
分
類
し
、棚
に
戻
す
作
業
。

【
公
用
自
動
車
の
洗
車
】
勤
務
期

間
$
９
月
、
来
年
３
月
の
平
日
午
後

１
〜
４
時
▽
勤
務
場
所
$
市
役
所
▽

内
容
$
公
用
自
動
車
を
水
と
洗
剤
で

洗
い
、
タ
オ
ル
で
拭
き
上
げ
て
車
内

を
清
掃
す
る
作
業
。

【
会
計
文
書
の
整
理
】▽
勤
務
期
間

$
１０
月
１８
日
〜
１１
月
１７
日
の
平
日
午

前
１０
時
〜
午
後
４
時
▽
勤
務
場
所
$

市
役
所
▽
内
容
$
記
載
さ
れ
た
漢
字

を
も
と
に
文
書
を
分
類
し
、
フ
ァ
イ

ル
に
つ
づ
る
作
業（
計
算
作
業
な
し
）。

)
市
役
所
１
階
の
障
害
福
祉
課
か

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
応

募
用
紙
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
６

月
１０
日
ま
で
に
郵
送
（
必
着
）
で
〒

６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
障
害
福

祉
課
へ
。
選
考
あ
り
。

◎
各
作
業
の
支
援
員

経
験
不
問
。

勤
務
内
容
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
に

各
作
業
で
付
き
添
い
、
作
業
を
支
援

し
ま
す
。
賃
金
は
市
会
計
年
度
任
用

職
員
賃
金
。
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く

は
市
障
害
福
祉
課
へ
。

＊

＊

問
市
障
害
福
祉
課

!

７８４
・
８
０
３
２
、

フ
ァ
ク
ス
７８４
・
８
０

３
６
。

◆
高
齢
者
特
別
給
付

金
の
支
給
と
バ
ス
・

タ
ク
シ
ー
券
の
交
付

市
は
高
齢
者
特
別
給

付
金（
表
１
）の
支
給

や
市
バ
ス
特
別
乗
車

証
な
ど（
表
２
）の
交

付
を
し
て
い
ま
す
。

対
象
者
で
手
続
き

を
し
て
い
な
い
人
は

市
役
所
１
階
の
地
域

・
高
年
福
祉
課
で
手

続
き
を
。

問
市
地
域
・
高
年

福
祉
課
!

７８４
・
８
０

９
９
。

伊
丹
広
報
３
面

０
５
１
５
０
３

岡
❶
井
❷
尚
❸
尚
❹
井
❺
岡
❻
岡
❼
岡
❽
岡
❾
岡
10
岡
11
岡

表１ 令和４年度 市国民健康保険税の税率

※１「基準総所得金額」は前年中（令和３年１～１２月）の収入から公的年金等控除や給与所
得控除、必要経費などを差し引き、さらに基礎控除（４３万円）を差し引いた額
※２（ ）内は、前年度との増減額

公用自動車の洗車

表２ 令和４年度 未就学児※１人に係る均等割額

100円未満の端数は調整するため、減額後均等割額が表の金額と異なる場合があります。
※対象は国民健康保険に加入している令和４年４月１日時点で６歳未満の未就学児。今年度
は平成２８年４月２日以降に生まれた人が対象です。
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春
の
猪
名
川

河
川
敷
の
昆
虫
た
ち

市
内
の
猪
名
川
河
川
敷
に
は
猪

名
川
河
川
敷
緑
地
や
猪
名
川
運
動

広
場
が
あ
り
、
休
日
や
ス
ポ
ー
ツ

を
楽
し
む
多
く
の
人
々
に
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。
同
河
川
敷
の
草
む

ら
や
林
に
は
、
市
内
有
数
の
昆
虫

の
生
息
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
春
に
見
ら
れ
る
昆
虫
を
い

く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

草
む
ら
に
見
ら
れ
る
バ
ッ
タ
の

仲
間
は
、
そ
の
多
く
が
卵
で
越
冬

し
ま
す
。
多
く
の
種
で
４
〜
５
月

に
ふ
化
が
始
ま
り
、
河
川
敷
で
も
草

が
伸
び
て
き
た
頃
に
は
多
種
多
様
な

バ
ッ
タ
の
幼
虫
が
見
ら
れ
ま
す
。
シ

ョ
ウ
リ
ョ
ウ
バ
ッ
タ
、
ト
ノ
サ
マ
バ

ッ
タ
な
ど
の
大
き
く
な
る
バ
ッ
タ
も

春
に
は
ま
だ
小
さ
く
、
草
む
ら
に
足

を
踏
み
入
れ
る
と
大
あ
わ
て
で
跳
ね

て
い
く
様
子
を
観
察
で
き
ま
す
。

夏
に
ギ
ー
ッ
・
チ
ョ
ン
と
鳴
く
キ

リ
ギ
リ
ス
の
幼
虫
も
い
ま
す
。
成
虫

に
な
る
と
他
の
虫
を
捕
ら
え
て
食
べ

る
キ
リ
ギ
リ
ス
も
、
幼
虫
は
花
粉
を

食
べ
る
た
め
に
花
の
上
に
い
る
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

毎
年
秋
に
行
う
「
鳴
く
虫
と
郷
町
」

で
展
示
す
る
キ
リ
ギ
リ
ス
は
こ
の
河

川
敷
で
捕
ま
え
て
い
ま
す
が
、
成
虫

が
現
れ
る
夏
場
に
は
茂
み
に
隠
れ
て

し
ま
う
の
で
、
毎
年
５
月
に
「
キ
リ

ギ
リ
ス
ハ
ン
タ
ー
」
と
い
う
行
事
を

行
い
、
幼
虫
の
と
き
に
捕
ま
え
て
成

虫
ま
で
育
て
て
い
ま
す
。

河
川
敷
に
は
、
多
く
の
チ
ョ
ウ
も

飛
び
交
い
ま
す
。
４
月
上
旬
だ
け
に

見
ら
れ
る
ツ
マ
キ
チ
ョ
ウ
、
モ
ン
シ

ロ
チ
ョ
ウ
や
黄
色
く
小
ぶ
り
な
キ
タ

キ
チ
ョ
ウ
に
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
、
小
さ

な
シ
ジ
ミ
チ
ョ
ウ
の
仲
間
も
よ
く
見

ら
れ
ま
す
。

そ
の
一
つ
シ
ル
ビ
ア
シ
ジ
ミ
は
、

猪
名
川
河
川
敷
で
は
本
市
周
辺
で
の

み
見
ら
れ
、
環
境
省
の
レ
ッ
ド
リ
ス

ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
絶
滅
の
恐
れ

が
あ
る
チ
ョ
ウ
で
す
。
大
阪
国
際（
伊

丹
）
空
港
内
の
草
む
ら
を
中
心
に
繁

殖
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

東
岸
の
林
辺
り
に
は
、
ヒ
メ
ボ
タ

ル
と
い
う
ホ
タ
ル
が
生
息
し
ま
す
。

ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
よ
り
一
回
り
小
ぶ
り

で
、
幼
虫
は
陸
上
の
貝
を
食
べ
て
育

つ
た
め
、
水
際
で
な
く
と
も
見
ら
れ

ま
す
。
本
市
で
は
５
月
中
旬
に
成
虫

が
発
生
し
、
夜
に
は
白
い
光
が
チ
カ

チ
カ
と
発
光
す
る
の
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

こ
の
河
川
敷
に
数
多
く
の
昆
虫
が

見
ら
れ
る
の
は
、
広
い
範
囲
に
人
の

手
が
あ
ま
り
入
っ
て
い
な
い
草
む
ら

や
林
が
あ
る
た
め
で
す
。
土
手
の
歩

道
を
歩
く
だ
け
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
昆

虫
が
み
ら
れ
、
私
た
ち
に
は
わ
く
わ

く
す
る
場
所
で
す
。

問
昆
虫
館
!

７８５
・
３
５
８
２
。

ヒメボタル

５
月
３０
日
㈪

午
後
３
時
半
、

市
役
所
議
会
棟

３
階
の
議
員
総

会
室
で
。

議
題
は
「
伊

丹
市
公
共
施
設

等
総
合
管
理
計

画
の
中
間
見
直

し
に
つ
い
て
」。

定
員
５
人
。

傍
聴
希
望
者
は

当
日
午
後
３
時

２０
分
ま
で
に
直
接
、
会
場
へ
。
希
望

者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
市
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
!

７８０

・
４
３
４
５
。

◆
運
転
免
許
制
度
の
改
正

５
月
１３

日
に
道
路
交
通
法
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

主
な
改
正
内
容

は
次
の
通
り
。

▽
免
許
更
新
時

の
高
齢
者
講
習
の

見
直
し
▽
サ
ポ
カ

ー
限
定
免
許
の
新

設
▽
第
二
種
免
許

な
ど
の
受
験
資
格

見
直
し
▽
若
年
運

転
者
講
習
―
―
な

ど
。詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
右

下
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
読
み
取
り

可
）
で
確
認
を
。

問
市
都
市
安
全
企
画
課
!

７８４
・
８

０
５
５
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
窓
口
休
日
開
庁

市
は
、
休
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
申
請
・
交
付
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
の
相
談
な
ど
が
で
き
る
窓
口
を
次

の
通
り
開
設
し
ま
す
。

▽
日
時
$
５
月
１５
・
２９
日
、
６
月

１２
・
２６
日
の
日
曜
午
前
９
時
〜
午
後

３
時
▽
場
所
$
市
役
所
１
階
の
市
民

課
１
番
窓
口
。

問
市
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

!

７８４
・
８
１
２
１
。

第３回

公共施設マネジメント

推 進 検 討 委 員 会

賦課限度額
年間課税!

#
"
$額の上限

６５万円
（+２万円）※２

２０万円
（+１万円）※２

１７万円

所得割税率
基準総所得金額!

#
"
$（※１）に掛ける率

７．８９％

２．４７％

２．０９％

世帯別平等割額
世帯につき!

#
"
$徴収する額

２万２０００円

７４００円

９３００円

被保険者均等割額
被保険者１人に!

#
"
$つき徴収する額

２万５２００円

９５００円

１万１８００円

基礎課税額
（医療分）

後期高齢者
支援金等課税額

介護納付金課税額

軽減後の均等割額

５２０５円

８６７５円

１万３８８０円

１万７３５０円

未就学児に係る
均等割減額

５２０５円

８６７５円

１万３８８０円

１万７３５０円

均等割額
（法定軽減後）

１万４１０円

１万７３５０円

２万７７６０円

３万４７００円

７割軽減

５割軽減

２割軽減

軽減なし

表１ 高齢者特別給付金

支給月額

３万３２０８円

支給対象者

大正１５年４月１日以前に生まれ、昭和５７年１月１日現在、日本国内で
外国人登録をしていた人などで年金制度上、老齢年金などを受給でき
ない人

表２ バス・タクシー券

交付対象者

７０歳以上の人（ただし、市内に継続して１年以上居住している人）、
身体障害者手帳（１～４級）、療育手帳（Ａ・Ｂ１判定）、精神障害者保
健福祉手帳（１・２級）の交付を受けている人、戦傷病者手帳を所持す
る人（所得制限あり）、被爆者健康手帳を所持する人（所得制限あり）。
福祉タクシー利用券との併給はできません

身体障害者手帳（１・２級）、療育手帳（Ａ判定）、精神障害者保健福祉
手帳（１級）の交付を受けている人、６５歳以上で要介護４または５の在
宅寝たきり高齢者。
市バス特別乗車証との併給はできません

種類

市バス特別乗
車証
（無料乗車証）

福祉タクシー
利用券


